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第２章 生活保障システムの変化をもたらすマクロ的要因 

 

福岡大学商学部 
石坂 元一 

 

Ⅰ 問題意識 
 時代とともに生活者を取り巻くリスクが漸次変容していくため、生活保障システム上の

諸問題もまた変化していく1。生活保障、とりわけ社会保障に対して時代に適合した持続可

能性を生活者が求める中、保障に対する不安意識は高い水準でなお増大し続けている。こ

のことは「平成 25 年度生活保障に関する調査」（生命保険文化センター）にも現れている。

同調査の保障領域別の不安意識「不安感あり」の割合は、ケガや病気に対する不安 90.5％

（平成 16 年度調査 87.3％）、老後生活に対する不安 86.0％（同 83.3％）、自分の介護に対

する不安 90.0％（同 85.9％）、死亡時の遺族の生活に対する不安 68.0％（同 64.4％）とい

ずれの不安も増加傾向にある2。不安意識が 80％超の項目に共通する点は、生活者自身の

将来へ向けての不安と言える。さらに同調査によると、不安の内容として、経済的不安が

上位に挙げられている。 

 このような不安意識や内容は、本来、最も持続可能性が担保されるべき社会保障制度へ

の不安と読み替えることもできよう。それでは、制度の変化を余儀なくされる要因は何で

あろうか。本報告では、マクロ的要因として、人口構成、雇用、財政の３つに焦点を当て

ることとし、（主として前研究会時との）比較を行い、整理を試みる3。 

 人口構成は、人口減少、高齢化、少子化のトリプルパンチを受けている状態にあり、と

りわけ財政面に多大な影響を及ぼす。少子高齢化という言葉は一般用語として定着してお

り、これから超少子高齢化の時代を迎えると言われている。雇用問題に関しては、ここ四

半世紀で雇用形態の大きな変化、とくに非正規雇用の増加が挙げられる。生活保障と雇用

の網羅的考察は第１章に譲ることとし、本章では非正規雇用を取り上げることとする。財

政上の問題は要因というよりむしろ結果としての性格を帯びているともとれるが、生活保

障システムの変化を余儀なくさせるという意味では直接的な要因と捉えることができるた

め、ここではマクロ的要因の一つとして概観する。なお、本報告は３つの要因と生活保障

のサブシステムまで絡めた深い議論には至っておらず、表層的な把握にとどまっているも

のの、諸問題の優先順位を明らかにするための一助としたい。 

                                                  
1 下和田（1987）も「日本型生活保障システムは、固定的なものではなく、その時々のわが国の社会的・

経済的・政治的状況や文化構造等に影響されつつ生成展開されてきた歴史的所産である」としている。 
2 ここでの数値は、「少し不安を感じる」、「不安を感じる」、「非常に不安を感じる」項目の合算である。 
3 前研究会とは、生命保険文化センター主催の「生活保障研究会」（1985 年~1987 年）を指す。雇用に

ついては、序章、第１章を参照のこと。 
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 これらマクロ的要因を踏まえて、さらに本章では生命保険産業の役割にも触れる。社会

保障が諸問題を抱え生活者に不安を与えている現状では、生活者の目線に立てば必然的に

私的保障の代表格である生命保険に期待する割合が大きくなっていくと考えられる。そこ

で、公私の役割分担へのアプローチを試み、生命保険産業の役割を探ることとする。 

 

 

Ⅱ マクロ的要因 

１．人口構成 

（１）人口推移、高齢化、少子化 

 生活保障システムの構成員数である人口の推移とその構成が、システム全体および各サ

ブシステムに大きな影響を及ぼすことは明らかであろう。本節では、総人口の推移、高齢

化、少子化に分けてここ数十年の推移を振り返る。 

 総人口は生活保障システムのいわば基底の一つと考えられる。図表２－１は 1955 年か

ら 2010 年までの人口推移を示している。1970 年代半ばまでは毎年約１％ずつ増加してお

り、その後増加率は漸減していき、2000 年代に入ってからはほぼ横ばい（若干の増加傾向）

であった。しかし、総務省統計局の調査によると、2011 年から 13 年まで毎年 20 万人台

の減少を見せており、長期の人口減少過程に入っていると見て取れる4。図表２－１から明

らかなように、人口構成としては、65 歳以上の高齢人口割合の厚みが増すとともに、15

～64 歳のいわゆる生産年齢人口は減少してきている。これら人口および人口構成の変化の

要素が高齢化と少子化である。 

 

【図表２－１ 人口推移（1955~2010 年実績値）】 

 

出典：「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」附．参考資料より作成 

                                                  
4 出入国に係る社会増減よりも出生・死亡に係る自然増減の寄与が大きい。 
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 現在、高齢化と少子化が同時に進行しているため、少子高齢化と一語で捉えられている

が、元来この２つの現象は別個のものであり、認識された時点も異なる。よって、高齢化

と少子化を分けてその特徴と影響を考察した後に少子高齢化に触れる。 

 

【図表２－２ 合計特殊出生率と高齢化率の推移（1960~2010 年実績値）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」附．参考資料より作成 

 

 少子化は厳密には一義的ではなく、出生の絶対数低下、相対数低下、あるいは人口置換

水準よりも出生数が下回ることなどと捉えられている。ただし、これらをある程度包含す

る指標として合計特殊出生率が用いられる5。図表２－２にはここ 50 年の合計特殊出生率

が示されている。1970 年代半ばに２を切り、90 年代に 1.5 を下回り、その後減少し、最

近やや持ち直して 2012 年には 1.4 を上回ったことで話題となった。近年の少子化の原因

としては、晩婚化等による未婚率の上昇が指摘されている。少子化の進行は、将来の働き

手世代、つまり負担世代の縮小を意味しており、更なる少子化へ向かう悪循環も引き起こ

しかねない。これは次節の雇用や財政にも直結していよう。 

 高齢化は、少子化よりも先に指摘されており、医療技術水準などから比較的予測可能か

つ既定路線と言える。前掲の図表２－２には 65 歳以上が占める割合（高齢化率）も示さ

れており、世界に類を見ないスピードで高齢化が進み、世界最高水準の高齢化率となって

いる。図表２－３と２－４はそれぞれ主要国の合計特殊出生率と高齢化率を表している。

1980 年には他国と横並びであった合計特殊出生率も、2010 年にはドイツを除く主要国が

2.0 を少し切る中、1.39 と最も低い水準にある。また、高齢化率は 1980 年には他国と比

べてかなり低い割合であったが、その後急速に進み、2010 年には優に 20％超である。周

                                                  
5 合計特殊出生率とは 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、期間合計特殊出生

率とコーホート合計特殊出生率の２種類がある。 
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知のようにわが国は、1970 年には高齢化社会、94 年には高齢社会、そして現在は超高齢

社会を迎えている6。高齢化の進展は給付世代（割合）の増大を意味し、この高齢化もまた

雇用や財政に直結している。 

 

【図表２－３ 主要国の合計特殊出生率】 

 
 

【図表２－４ 主要国の高齢化率】 

 

出典：「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」附．参考資料より作成 

 

 これら少子化と高齢化が相まって少子高齢化の現象を作り出し、いびつな人口ピラミッ

ドを構築している。少子高齢化の度合いを端的に示す表現として、しばしば「現役世代何

人で高齢者一人を支えるか」という肩車をイメージした絵が持ち出される。高齢者一人に

対して 1950 年には 12.1 人、85 年には 6.6 人、直近の 2012 年には 2.6 人となっている。

さらに 2022 年には２を割り、2040 年以降は 1.5 人を下回るとの予測もある。少子高齢化

が雇用と財政といった他の２つの要因に影響を与え、またそれらを含む他要因が少子化を

促進しており、要因間の相互関係も極めて複雑である。 

                                                  
6 高齢化率が 7％超で高齢化社会、14％超で高齢社会、21％超で超高齢社会と呼ばれている。 
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（２）人口推計の問題 

 将来人口（構成）を推計することは、生活保障とりわけ社会保障計画の基礎を与えるも

のと言える。図表２－５は 2040 年までの将来人口推計を表したものである7。既に長期の

人口減少過程に入っており、未婚率の上昇等から少子化も大きな改善は見られず、高齢化

率も 2030 年代までは上昇すると予測されている。図表２－６から分かるように、これか

ら四半世紀においては、合計特殊出生率は 1.3 台、高齢化率は単調増加であると推計され

ている。 

 

【図表２－５ 将来推計人口（2012 年推計）】 

 

 

【図表２－６ 合計特殊出生率と高齢化率（2012 年（仮定）推計）】 

 
出典：「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」より作成 

                                                  
7 中位推計。 

（年） 
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 前述のように、将来の人口（構成）動向は生活保障システムの持続可能性に大きな影響

を及ぼしうる。数年単位では大きな動向は見られないものの、ある程度の期間をとると、

諸環境の変化や予期せぬ事象によって人口構成は推計と大きく乖離を見せることに留意し

なくてはならない。四半世紀先までを見通す見地に立って、敢えてここでは前研究会開催

頃の 1986 年の将来推計人口と実際との乖離を見てみることとする。 

 

【図表２－７ 将来推計人口（1986 年）からの乖離】 

 

 

【図表２－８ 合計特殊出生率と高齢化率（1986 年推計）における乖離】 

 

出典：「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」より作成 

 

 これら差異に寄与するものとして、推計の際に利用される出生動向についての調査や平
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均寿命予測の乖離が挙げられる。1986 年当時から高齢化は既に十分認識されており、下和

田（1987）も「人口高齢化は最も確実に予測でき、かつ将来の社会経済変動の中でもわが

国経済社会、とりわけ生活保障問題に最大のインパクトを与える重要な要素である」と指

摘している。実際、脳血管疾患死亡率の低下が確認され、高年齢の生存率の一層の伸びが

予測されていたが、医療技術の進歩や環境改善によってさらなる高齢化が進んだものと思

われる。予測の乖離は、出生動向の変化やそこから推計される合計特殊出生率の差異も大

いに反映している。当時、晩婚化・晩産化が進展していたものの、バブル期に突入し景気

の見通しも明るかったためか、出生動向に関する調査においても前向きな回答が得られて

いた。希望する子供人数は複数人であり、生涯独身志向も極めて低い（５％未満）もので

あった。そのため合計特殊出生率は上昇し、2.0 近くまで伸びると予測されていた。しか

しながら、図表２－８が示すように、実際には 0.6 余りの大きな乖離が生じてしまった。 

 

（３）課題と政策 

 少子化については、政府も企業も子育てを行いやすい制度・環境づくりに様々な取り組

みを実施している。ここでの子育てを行いやすい環境とは、出産・育児期間の休職補償や

復職時の障壁撤廃およびその他経済的支援を指していると考えられる。現在、法律に基づ

く育児休業制度8や、出産育児一時金、育児休業給付金、児童手当といった経済的支援が設

けられている。そもそも少子化が認識され、本格的な対策が開始されたのは、1990 年の

「1.57 ショック」であるとされる。このショックを契機に「今後の子育て支援のための施

策の基本的方向について」（エンゼルプラン）、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実

施計画について」（新エンゼルプラン）が策定された。その後、さまざまな対策やルールが

設けられるも、2005 年には合計特殊出生率が 1.26 と過去最低を記録した。そして 2007

年より内閣府特命担当大臣の一つとして少子化対策担当が置かれることとなった。2010

年の「子ども・子育てビジョン」においては、例えば認定こども園を 318 か所から 2,000

か所以上に増やすといった、５年間で目指すべき数値目標が盛り込まれた。また、2012

年には子ども・子育て関連３法が成立・公布された9。これに基づき、社会保障と税の一体

改革における消費増税分の充当先に子育て分野が追加された。そこでは、待機児童の解消

と保育の体制強化、質の高い幼児期の学校教育・保育を一体的に提供できる仕組みの構築、

地域の子育て支援の充実が掲げられている。少子化の解消に際しては、緊急対策は勿論の

こと、決して場当たり的ではない腰を据えた中長期的なプランも必要であろう。加えて、

少子化問題には地域・職域個別のものもあり、国としての取り組みには限界があろう。そ

こで、地域や企業での子育て環境づくりも今後増々重要になってくることが予想される。 

 本節で確認した通り、高齢化は他国に類を見ないほど進展しており、ますます高齢社会

                                                  
8 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定される。 
9 「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律」および「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」。 
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対策の必要性が増している。高齢社会対策大綱によると、①就業・年金分野、②健康・介

護・医療等分野、③社会参加・学習等分野、④生活環境等分野、⑤高齢社会に対応した市

場の活性化と調査研究推進、⑥全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築の計６分

野に関する指針が示されている。これらの指針は、高齢者がより健康に暮らしやすいよう

な手厚い対策を講じる一方、今後確実に進展が予想される高齢社会の中で、これまでの支

えられる高齢者から支える側に回ってもらうことによって社会保障財政のバランスを図る

目的が伺える。 

 将来人口推計に基づく社会保障計画に関して、四半世紀先の予測は実績との乖離がかな

り大きいと言わざるを得ない。もちろん、先を見通す期間を 10 年とすると（2002 年推計）

乖離はかなり小さくなる。（２）節の人口構成乖離から次の２点が示唆として得られよう。

第一に、持続可能性を保つためには 10 年以内での大きな変革が求められる。第二に、推

計からの乖離を想定した相当程度のバッファーが要求される。 

 

２．雇用 

（１）非正規雇用の拡大 

 雇用の安定化は生活保障システムにおける制度持続の土台であり、社会保障・企業保障・

個人保障に加えて４本目の柱として捉えられることもある。生活保障と雇用問題一般につ

いては第１章に譲ることとし、本節では非正規雇用に着目し、その現状と課題や政策を整

理していく。 

 図表２－９は、ここ 30 年の非正規雇用者数の推移を、男女別および割合とともに示し

た表である（総務省「労働力調査」より）10。明らかに非正規雇用者数自体は右肩上がり

である11。人口増加に伴う雇用者数増加の影響を考慮するため、雇用者全体に対する割合

を見てみると、1980 年代は 10％台、1990 年代から 2000 年代前半まで 20％台、2003 年

からは 30％を超え、ここ数年は 34％前後を推移している12。したがって、1985 年と比較

して非正規雇用者の割合が実に２倍に上昇し、非正規雇用者が雇用者全体の３分の１を占

めている現況にある。また、非正規雇用者の男女内訳から、1985 年には女性が男性の 2.5

倍超であったが、近年では 2.2 倍程度まで漸減しており、相対的にやや男性が増えている

ことが読み取れる。なお、1985 年時と直近を比較すると、男女ともに 2.5～３倍に増加し

ており、社会背景の変化とともに、働き手の意識変化の可能性も伺える。 

 次に図表２－10 は、非正規雇用者の雇用形態の推移を示したものである。一貫してパー

トやアルバイトが３分の２超を占めるものの、近年、派遣社員や契約社員といった働き方

も増加していることが分かる。 
                                                  
10 図表２－９および２－10 について、2001 年までは「労働力調査（特別調査）」２月より、その後は「労

働力調査（詳細調査）」年平均より作成した。なお、1985 年は生命保険文化センター主催の「生活保

障研究会」、1992 年は同「保険文化研究会」、2003 年は同「生命保険の将来像」の開催時期に当たる。 
11 リーマンショックの余波のためか、2009 年（平成 21 年）には、男女とも非正規の職員・従業員が減

少（男 32 万人、女５万人ほど減少）、母数である雇用者も約 41 万人減少している。 
12 ここでの用語「雇用者」は、雇用されている者、つまり被用者の意味で用いている。 
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【図表２－９ 非正規雇用者数の推移】 

 
出典：総務省「労働力調査（特別調査）」および「労働力調査（詳細）」より作成 

 

【図表２－10 非正規雇用者の内訳の推移】 

 

出典：総務省「労働力調査（特別調査）」および「労働力調査（詳細）」より作成 

 

 それでは、なぜ非正規雇用者が増加しているのであろうか。雇う側と働く側双方の理由

があるはずである。ここでは、厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査（就業形態の多

様化に関する総合実態調査、平成 22 年）」に基づき、双方の理由および特徴を捉える13。 

 雇う側、すなわち事業所が非正規雇用者を活用する理由として、圧倒的に大きな割合を

占めた項目が「賃金節約（43.8%）」であった（複数回答可、H19 の調査時は 40.8％）。次

いで、「１日、週の中の仕事の繁閑に対応（33.9％）」、「賃金以外の労務コスト節約（27.4％）」

等が挙げられている。ただし、雇用形態別に見るとその理由はやや異なってくる。パート

タイム労働者は上記の項目順にほぼ沿っているが、契約社員は「専門的業務に対応するた

                                                  
13 事業所調査は有効回答数 10,414 事業所、個人調査は有効回答数 33,087 人である。また、この調査で

は、正社員以外の労働者を、契約者員・嘱託社員・出向社員・派遣労働者・臨時的雇用者・パートタ

イム労働者・その他と分類している。本報告では、これら正社員以外の労働者を非正規雇用者と呼ん

でいる。 

単位：万人



40 

め」が比較的多く、嘱託社員においては「高齢者の再雇用の対策のため」に集中している。

また、「正社員を確保できないため」や「正社員を重要業務に特化させるため」といった、

正規雇用者の業務の補完という意図は薄いようである。 

 非正規雇用者に対して、現在の雇用形態を選択した理由を尋ねたところ、最も多かった

項目は「自分の都合のよい時間に働ける（38.8％）」であった（複数回答３つまで）。そし

て、「家計の補助、学費等を得たい（33.2％）」、「通勤時間が短い（25.2％）」、「家庭の事情

や他の活動と両立しやすい（24.5％）」といった項目が続く。この結果は、一見すると自分

の生活スタイルに合った働き方を選択しているようにも取れるが、パートタイム労働者数

が多いために、この回答に全体が引っ張られているのである。雇用形態別に見ると、契約

社員や派遣労働者は「正社員として働ける会社がなかったから」の回答がかなり多いこと

に注意しなければならない（それぞれ、34.4％と 44.9％）。さらに、この項目は 20 代後半

~50 代後半の働き手世代に比較的多く選択されており、受け皿としての雇用問題も現れて

いる。 

 また、この調査によると、非正規雇用者がいる事業所割合は全体で 77.7％であった14。

産業別に見ると、宿泊業・飲食サービス業が 95.2％と最も高く、複合サービス事業（91.9％）、

医療・福祉（86.1％）、教育・学習支援業（85.4％）、卸売業・小売業（80.9％）と高い割

合が続く。最も低いのは建設業（49.6％）であり、金融業・保険業は 80.5％であった。大

まかには、事業所規模が大きいほど非正規雇用者がいる傾向が見られる。 

 

（２）課題と政策 

 非正規雇用の問題点として、正規雇用と比較して、その雇用自体の先行きが不安定で雇

用人員調整の対象となりやすいことが挙げられる。また、短期的にはキャリア形成が困難

な状況に陥り、事業所にとっても必要なスキルを身に着けた人材を確保しづらい状況につ

ながっている。実際、前節の調査においても、事業所は非正規雇用を活用する上での問題

点として、「良質な人材の確保」や「仕事に対する責任感」を挙げているところが多い。政

府は非正規雇用問題に横断的に取り組む指針として、平成 24 年３月に「望ましい働き方

ビジョン」を取りまとめた。このビジョンの具体的方向性の一つに、正規雇用・無期雇用

への転換促進が掲げられている。典型的な正規雇用と非正規雇用の二極化を解消し、公正

な処遇を確保しつつも、希望に応じて正規雇用への転換促進を目的とするものである。も

ちろん、非正規雇用者に対しても様々な能力形成支援の必要性を指摘している。これを踏

まえて、平成 25 年度概算要求においては、非正規労働者関連対策として、正規雇用・無

期雇用への転換促進、均等・均衡待遇をはじめとする公正な処遇の確保、職業キャリア形

成の支援、若者の雇用の場の確保、雇用のセーフティーネットの強化などの項目で計 6,007

億円としている15。 

                                                  
14 これは、正社員と正社員以外の労働者がいる事務所 71.9％と正社員がいない事業所 5.8％の合計である。 
15 前年度は、若者等の就労促進による「全員参加型社会」の実現、地方自治体や民間と連携した重層的
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 また、問題点として非正規雇用の賃金・給与水準が低いことも挙げられる。「平成 26 年

賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）より、男女別、年齢階級ごとの賃金水準を図表２－

11 および２－12 に表している。男女ともどの年齢階級でも、正規雇用と非正規雇用の賃金

に格差があることは明らかであり、非正規雇用者の特徴としては、男女いずれも年齢階級

が高くなっても賃金の上昇が見られない。また、企業規模別、産業別にも賃金格差が調査

されており、企業規模別では大企業が、産業別では卸売業・小売業で賃金格差が大きいこ

とが示されている。前出のビジョンは、非正規雇用者の経済的自立が困難であることを主

要な課題の一つとしており、少子化の進展への影響も懸念している。そこで、同一価値労

働同一賃金の考え方のもと、職務評価・職業能力評価の一層の活用や最低賃金の在り方を

提言している。 

 

【図表２－11 賃金形態、年齢階級別賃金（男性）】 

 

  

                                                                                                                                                  
なセーフティーネットの構築、暮らしの安心確保、安心して働くことのできる環境整備、一人ひとり

のキャリアアップを支えるための人材育成など。雇用と格差問題については、序章、第１章、第３章

を参照のこと。 
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【図表２－12 賃金形態、年齢階級別賃金（女性）】 

出典：厚生労働省「平成 26 年賃金構造基本統計調査」より作成 

 

 最後に、社会保険の保護が効きにくく、セーフティネットが不十分な点である。事業所

負担となりうる厚生年金や健康保険の適用は、「社会保障・税一体改革大綱」を受けて、

2016 年４月より一定の要件を満たす週 20 時間以上の労働者まで範囲が拡大されることと

なった。また、ワークバランスの観点からは、就労阻害とされている、いわゆる「103 万

円、130 万円の壁」の制度見直しも課題とされている。雇用保険制度については、法改正

により１年以上の雇用見込みから、６か月以上に範囲が拡大され、2010 年４月からは 31

日以上の雇用見込みまで適用範囲が拡大されている。 

 

３．財政 

（１）社会保障給付費と財源 

 制度の持続可能性を探るにあたって、その資源である「カネ」の流れは避けて通れない

問題であり、財源と給付のバランスを失ってしまうと制度の屋台骨を揺るがすことになる。

年々増大する社会保障関連の支出は紙面にもしばしば現れており、2010 年度には 100 兆

円を超えたことで話題になった。2014 年度予算案では、国費ベースで初めて 30 兆円を超

過し、歳出の約３割を占めることとなり、最近では消費増税後の 2015 年度予算案におい

て 100 兆円を切ると報じられた。本節では、社会保障給付費とその財源の推移を見ること

により、現況の整理を試みる16。 

 まず、「平成 24 年度社会保障費用統計」（国立社会保障・人口問題研究所）によると、

社会保障給付費およびその内訳の推移は図表２－13 のとおりである。2012 年度は、108

兆 5,568 億円に上り、過去最高額となった。総額については、すべての年度で増加の一途

                                                  
16 社会保障費用は、社会保障給付費（ILO 基準）と社会支出（OECD 基準）の総称であり、後者の方が

より広い集計範囲を持ち、国際比較可能な費用であるが、本報告では、財源との対応関係から、前者

の社会保障給付費を用いる。 
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を辿っており、前述の通り 2010 年度には 100 兆円を超えた17。医療部門と年金部門につ

いては、1980 年度（昭和 55 年度）までは医療が、それ以降は一貫して年金が上回ってい

る。直近年度の医療部門の増加には、後期高齢者医療制度、国民健康保険の順で寄与が大

きかったとされている18。年金部門の増加には、国民年金の給付が影響している。図表中

の 2000 年度以降の福祉その他項目の伸びは、子ども手当（児童手当）によるものである。

また、社会保障給付費は機能別にも集計されており、「高齢」が 49％と約半分を占めてい

ることが分かる。Ⅱ－１節を踏まえると、今後の給付費も高齢化の進展のもと全く同様の

傾向が予想されよう。 

 

【図表２－13 社会保障給付費の推移】 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「平成 24 年度社会保障費用統計」より作成 

 

 図表２－14 は、一人当たりの社会保障給付費の推移である。参考のため、一人当たりの

国内総生産（GDP）および国民所得（NI）も掲示している。黒線の一人当たり社会保障給

付費は、それこそ一定の傾きで増加しており、2012 年度は 85 万 1,300 円に上る19。対 GDP

や対 NI をとってみてもその割合は増加の一途にあり、2012 年度は、1970 年度（昭和 45

年度）の約５倍、1980 年度（昭和 55 年度）の２倍超にまで膨れ上がっている20。前研究

会時においても、すでに「『昭和 61 年版厚生白書』も、日本人の４人に１人が 65 歳以上

の超高齢社会になる 21 世紀には社会保障給付費が国民所得の４分の１を占めるようにな

り、・・・制度的にも財政的にも困難になる・・・社会保障を早急に再構築する必要性・・・」

（下和田（1987））と指摘されている。2010 年の社会保障給付費の対 NI が 30.9％である

                                                  
17 2012 年度（平成 24 年度）までの推移分。 
18 ただし、後期高齢者医療制度については、一人当たりの医療費は抑えられたものの、被保険者数の増

加の影響が大きかった（国立社会保障・人口問題研究所社会保障費用統計プロジェクト（2014）によ

る指摘）。 
19 １世帯当たりでは 219 万 2,000 円。 
20 2012 年度はいずれも過去最高値であった。 
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ことから、当時の予測よりも更に厳しい状況にあるといえる。こういった社会保障関連の

支出増大の傾向が、施策方針として社会保障をより手厚くしていく方向によるもので、か

つ国民のコンセンサスが得られているのであれば、許容されるものかもしれないが、そう

でないならばやはり財源とのバランス保持に注視すべきということになる。 

 

【図表２－14 一人当たり社会保障給付費関連の推移】 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「平成 24 年度社会保障費用統計」より作成 

 

 次に、図表２－15 は社会保障財源の項目別推移を表したものである21。総額としては上

昇傾向にあり、2003 年度より３カ年度を除いて 2012 年度まで 100 兆円を超えている。社

会保険料についても明らかな増加を示しており、項目別には、事業主拠出が被保険者拠出

よりもやや高い水準で推移してきたが、2002 年度以降その大小関係が逆転している。財源

のうち、被保険者拠出割合が最も大きかった年度は 2002 年度の 31.8％、事業主拠出割合

に関しては 1998 年度の 32.6％であった。公費負担については、特に 2000 年代後半の上

昇が著しく、2012 年度は前年度から微減して 42 兆 5,469 億円となった22。公費のうち国

庫負担の減少には、後期高齢者医療制度と国民年金を除いた各制度の減少が寄与している。

資産収入は投資対象の運用環境に依存していることから、とりわけ 2000 年代の変動が大

きい。2012 年度は好調であったため、15 兆 9,968 億円となり、前年比 337.9％の伸びを

見せた。 

 

  

                                                  
21 社会保障財源は、社会保障給付費に対応したものであるが、管理費や施設整備費などの財源も加えら

れている。 
22 なお、公衆衛生、公的扶助および社会福祉の財源は全て公費である。 
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【図表２－15 社会保障財源の項目別推移】 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計（平成 24 年度）」より作成 

 

（２）課題と政策 

 既に述べてきたように、財政問題はⅡ－１節の人口（構成）やⅡ－２節の雇用の問題と

複雑に絡み合っており、因果もはっきりしないところである。ただし、「カネ」の収支のみ

に焦点を当てるのであれば、財政逼迫を脱するためには、収入を増やす and/or 支出を減

らすことに終始する。 

 まず、社会保障関連の収入を増やすことに関しては、（ⅰ）社会保険の保険料を引き上げ

たり、（ⅱ）保険料納付期間を延長したり、（ⅲ）新たな税収を求めたりすることが挙げら

れよう。既に国民年金保険料は 2005 年４月から毎年 280 円ずつ引き上げられ 2017 年に

は月額 16,900 円（上限）になり、厚生年金保険料も 2004 年 10 月から毎年 0.354％ずつ

引き上げられ、2017 年には 18.3％（上限）になる予定である23。健康保険や国民健康保険

といった公的医療保険制度においても、保険料やその年間上限額の引き上げが行われてい

る24。2012 年２月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に基づく税制抜本改革

法に沿って、2014 年４月には消費税率が８％に引き上げられ、さらに 10%への引き上げ

が予定されている。消費増税５％分（約 14 兆円分）は社会保障の安定化に４％、社会保

障の充実に１％が振り分けられることとされている。 

 支出を減らすことに関しては、（ⅰ）各制度における支給（給付）発生の確率を小さくす

る試みを行ったり、（ⅱ）支給額を引き下げたり、（ⅲ）支給開始の繰り延べを行ったり、

（ⅳ）支給条件を変更したりすることが挙げられよう。高齢化を受けて医療や介護分野で

の支出増大は今後避けられないものである。この観点からも、医療や介護に関する健康増

進に係る様々な取り組みが促されている。また、年金支給額の引き下げはなかなかコンセ

                                                  
23 国民年金保険料における毎年 280 円は平成 16 年度価格であり、また厚生年金保険料に関しては労使折

半である。 
24 介護保険料も含まれる。 
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ンサスが得られないところであろうが、2015 年度支給に関して初めてマクロ経済スライド

が適用されることとなり、年金額の実質引き下げが行われている。老齢厚生年金の支給開

始年齢は、幾度かの法改正を経て、現在は段階的に 65 歳へと移行中である。もし更なる

引き上げが実施されるのであれば、繰り上げ支給も許容されるであろうが、いわゆる空白

期間の雇用問題が必至となる。 

 

 

Ⅲ 公私の役割分担と生命保険業の役割 

１．公私の役割分担 

 ここまで、生活保障システムの変化をもたらす諸要因として、人口（構成）、雇用および

財政の現状と課題を整理してきた。いずれの傾向も現況としては社会保障にとって負の影

響を及ぼすことが予想され、制度の持続可能性のためには様々な変革が求められている。

次節で紹介するように、今後は個人保障への期待と需要が高まっていくと思われる。そこ

で本節では、個人保障手段を提供する生命保険業の役割を述べる前段として、まず公的保

険（社会保険）と私的保険の役割分担に関して考察を行う。 

 公私の望ましい役割分担を線引きするにあたっては、あまりに多くの要素を総合して判

断しなくてはならない25。敢えて経済的見地から基準を設けるとするならば、効率性と公

平性が挙げられよう。そもそも公的保険（社会保険）の第一義は強制加入とされる。対象

の構成員を強制的に当該保険に加入させることによって、逆選択の解消が見込まれ、同時

に利用アクセスの公平性が担保される。公的保険であるならば、保険が対象とするカバー

範囲をはじめとして制度に関して構成員のコンセンサスが必要となる。Ⅱ節で述べた財政

面の現状に照らすと、効率性を追い求める場合には公的保険のカバー範囲はどんどん狭く

なっていくであろう。一方、公平性のみを目的とする場合にはカバー範囲をより広くとっ

ていくことになろう。このように効率性と公平性はしばしばトレードオフの関係にある。 

 公的医療保険に限ると、理念型の一つとして、公的保険と私的保険のある均衡解が求め

られる。被保険者の医療リスクに関する情報の非対称性を認め、契約設計によって逆選択

が解消されることを示したモデルで、ロスチャイルド=スティグリッツモデルの分離均衡

と呼ばれている。これによると、期待効用最大化を目的とする被保険者（＝保険契約者）

に自己選択メカニズムが働き、異なるリスクタイプの契約者が自らのリスクタイプに適合

した保険商品を選択する誘因をもたせる契約設計が可能となる26。これは私的保険のみを

対象としているが、公的保険も導入して議論を拡張することもできる。ここでの公的保険

は、採算がとれる同一の保険料で同一の保険サービスを提供する強制保険を指す。ある範

囲まで公的保険がカバーを提供し、他を私的保険が担うことによって、公的保険のみ、あ

るいは私的保険のみの場合よりも、リスクタイプに依らずいずれの効用も増加する可能性

                                                  
25 経済的要素だけではなく、思想、文化、政治など社会的要素も考慮されねばならない。医療保障、老

齢保障のシステムにおける公・私の機能分担については、第５章、第６章を参照のこと。 
26 常に可能であるわけではない。詳細は、例えば Doherty（2000）を参照されたい。 
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がある（パレート改善）27。以上のモデルは効率性を主として述べられているが、公的保

険が強制保険であることを踏まえると、ある程度の公平性も保たれていることになる。よ

って、公私の役割分担の一つの形が提示されていると言える。ただし、このモデルは医療

保険分野にフィットするもので、年金保険など他の社会保険には当てはまりにくい。 

 

２．生命保険業の役割 

 第Ⅱ節で述べてきた諸要因はいずれの保障にとっても同様に直面するものある28。この

ような状況のもと、2000 年代に入って「自助・共助・公助」論が持ち出されるようになっ

た29。これら３つは相互補完的であるべきという意見もあるが30、実態として自助に重きが

置かれている傾向が伺える。まず、第Ⅰ節で紹介したように生活保障に対する不安意識が

明らかに高くなっている中で、生活者自身が自助努力による準備を意識している。「平成

25 年度生活保障に関する調査」（生命保険文化センター）によると、とりわけ医療保障や

老後保障の準備に目が向けられている。また、追加での準備意向に関しては、医療・老後・

死亡・介護保障のいずれの保障領域でも、高い水準で上昇傾向にあり、20~40 歳代を中心

に高い割合であることが示されている。また、社会保障制度改革国民会議報告書において、

基本的な考え方として次のように述べられている。「「自助」を基本としながら、高齢や疾

病・介護を始めとする生活上のリスクに対しては、社会連帯の精神に基づき、共同してリ

スクに備える仕組みである「共助」が自助を支え、自助や共助では対応できない困窮など

の状況については、受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉など

の「公助」が補完する仕組みとするものである。」このように自助を基本とする方針を打ち

出しており、社会保険は共助として自助を支え、さらに最低限度の生活保障手段を公助が

担うとしている。以上のことから、個人保障手段を提供する生命保険業の役割は量と質の

両面から重要となってこよう。 

 私的保険の機能はいかに分類できるであろうか。河口（2011）は医療保障を対象として

私的保険の機能を分類しているが、公私保険が同じ生活リスクを対象としているならば、

そのまま他の保障領域にも読み替えることができる。公的保険と同様な範囲の保障として

二重機能、公的保険制度の自己負担部分を保障する補足機能、そして公的保険の補償範囲

に含まれない上乗せサービスに対する保障を提供する補完機能の計３つである。加えて、

公的保険が全くカバーしていない範囲（社会保険が対象としていないリスク）に対する保

障手段の提供も生命保険業に求められる機能である。前述の自助が基本であることを踏ま

えると、今後は生命保険業にはより柔軟な機能が持たされるべきであると言える。また、

先行き不安意識が一般化している年金分野に関しては、これまでの公的年金と個人年金の

                                                  
27 もちろん、私的保険の保険者も採算はとれる状態である。詳細は、諏澤（2011）や石坂（2014）を参

照されたい。 
28 財政に関しては社会保障を対象としたものであるが、その逼迫はまた他の生活保障手段へも多大な影

響を及ぼしうる。 
29 自助・共助・公助については、第１章第Ⅵ節を参照のこと。 
30 例えば増田（2013）を参照されたい。 
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枠を超えた中間的な役割も検討の余地がある。 

 次に、手段（商品）を提供するにあたって留意すべき点は何であろうか。生命保険業が

提供する保障手段は比較的長期であるため、各社自ら負担しなくてはならないリスクもま

た大きい。この観点からは、第Ⅱ節の少子高齢化や経済動向などのマクロ的視点、生活者

の生活リスクの認識つまり生活保障に対する不安意識といったミクロ的視点の精確な把握

が必要となる。もちろん、生活者の視点に立てば、公的保障・企業保障も含む生活保障シ

ステムの一層としてのバランスも望まれるところである。実際、前掲の「平成 25 年度生

活保障に関する調査」（生命保険文化センター）では、老後・医療・介護保障分野で、公的

保障だけでは不十分と認識している回答者が、とくに 30~50 代で多く、不足範囲を精査し、

保険可能かどうかを探っていくことになろう。さらに、同調査によると、生命保険の非加

入理由として、生命保険についてよく分からないからと回答する世代が若年層に多い。こ

の点に関しては、生命保険業のみならず金融教育のあり方にも課題があると思われる。 

 

 

【参考文献】 

・石坂元一（2014）「官民の役割分担に関する情報の経済学からのアプローチ」『保険学雑

誌』第 625 号，pp.51-69。 

・小塩隆士（2013）『社会保障の経済学 第４版』日本評論社。 

・河口洋行（2011）「公的医療保障制度と民間医療保険に関する国際比較―公私財源の役

割分担とその機能―」第８回医療政策会議講演録。 

・下和田功（1987）「第Ⅵ章 生活保障システムの変化」『生活保障システムと生命保険産

業』（水島一也編），千倉書房，pp.199-263。 

・諏澤吉彦（2011）「医療保険市場における民間保険のあり方に関する考察－公的保険と

民間保険の役割分担に関する分析モデルの検討を中心に－」『生命保険論集』第 174 号，

pp.1-26。 

・田中耕太郎（2012）『社会保険の現代的課題』放送大学教育振興会。 

・橋本修二他（2013）「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関す

る研究 平成 23 年度～24 年度 総合研究報告書」，厚生労働科学研究費補助金循環器疾

患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業における報告書。 

・増田雅暢（2013）「「自助・共助・公助」論への懸念」，『週刊社会保障』，No.2757，pp.30-31。 

・八代尚宏編（1997）『高齢化社会の生活保障システム』東京大学出版会。 

・厚生省人口問題研究所『日本の将来推計人口（昭和 61 年 12 月推計）』。 

・厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査（就業形態の多様化に関する総合実態調査，

平成 22 年調査）」。 

・厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査（パートタイム労働者総合実態調査，平成 23

年調査）」。 



49 

・厚生労働省『平成 26 年賃金構造基本統計調査』。 

・厚生労働省『平成 25 年版厚生労働白書』。 

・国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）』。 

・国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計（平成 24 年度）」。 

・国立社会保障・人口問題研究所 社会保障費用統計プロジェクト（2014）「2012（平成

24 年）度社会保障費用－概要と解説－」『社会保障研究』第 50 巻第３号，pp.339-351。 

・社会保障制度改革国民会議（2013）「社会保障制度改革国民会議報告書～確かな社会保

障を将来世代に伝えるための道筋～」，社会保障制度改革国民会議報告書。 

・生命保険文化センター『平成 25 年度生活保障に関する調査』。 

・総務省「労働力調査（詳細集計）」。 

・総務省統計局『人口推計－平成 27 年２月報－』。 

・内閣府『平成 25 年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況』。 

・内閣府『高齢社会対策の大綱について』。 

・Doherty, Neil A.(2000), Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for 

Reducing Risk, McGraw-Hill.（訳書：森平爽一郎・米山高生（2012）『統合リスクマネ

ジメント』中央経済社） 

・Zweifel, P.(2000), The Division of Labor between Private and Social Insurance, In 

Handbook of Insurance, edited by Georges Dionne, The Geneva Association, Kluwer 

Academic Pubulisher, pp.933-966. 

  



50 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF004e0069006b006b006500690020005000720069006e00740069006e006700200049006e0063002e0020004a006f0062006f007000740069006f006e00200066006f00720020004f00660066006900630065002000760031002e0030>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


